
 

 

資   料 

 
 



公益 労側 使側

２７(調)１３号 使 卸売業 解雇問題の解決等
H28.
2.25

取下 後藤 佐田 生山

２７(調)１５号 労 農業 誠実団体交渉の開催
H28.
1.5

打切
五十君
大坪

上野
島添

竹内

２８(調)１号 労 小売業
就業規則の組合への
開示等

H28.
3.28

(案)
解決

山下
所

角田
隈本

松岡

２８(調)２号 労 医療業 誠実団体交渉の開催
H28.
1.20

H28.
2.22

取下
南谷
大坪

鍋島
島添

廣瀬

２８(調)３号 労 飲食店
パワーハラスメント
問題の解決等

H28.
2.9

H28.
4.7

(案)
解決

五十君 髙島 宮田

２８(調)４号 労
道路旅客
運送業

団体交渉の開催
H28.
2.29

H28.
4.21

取下 後藤 佐田 竹内

２８(調)５号 労 広告業 誠実団体交渉の開催
H28.
3.7

H28.
4.14

(案)
解決

南谷
大坪

隈本 生山

２８(調)６号 労 医療業 配置転換命令の撤回
H28.
5.16

H28.
7.1

(案)
解決

後藤 上野 大石

２８(調)７号 労
洗濯・理容・
美容・浴場業 誠実団体交渉の開催

H28.
7.15

H28.
9.1

打切 井上 鍋島 廣瀬

２８(調)８号 労
社会保険・社
会福祉・介護
事業

誠実団体交渉の開催
H28.
7.29

H28.
9.7

打切 所 島添 宮田

２８(調)９号 労
道路旅客
運送業

賃金及び休憩時間の
取扱い等の改善

(案)
解決

山下
髙島
大塚

船越

２９(調)１号 労
卸売業、小
売業

会社敷地内における
組合活動の保障

H29.
1.17

H29.
2.27

打切 所 上野 大石

２９(調)２号 労 飲食店
労働時間短縮問題等
の解決

H29.
2.13

打切 南谷 佐田 廣瀬

２９(調)３号 労
道路旅客
運送業

妥結事項に基づく確
認書の締結

H29.
2.14

打切 大坪 隈本 松岡

２９(調)４号 労
食料品製造
業

雇止め通知の撤回等
H29.
2.17

打切 五十君 鍋島 竹内

２９(調)５号 労
社会保険・社
会福祉・介護
事業

誠実団体交渉の実施
H29.
3.22

H29.
5.8

取下 所 島添 宮田

２９(調)６号 労
情報サービ
ス業

誠実団体交渉の実施
H29.
4.12

H29.
7.6

打切 後藤 大塚 大石

２９(調)７号 労 倉庫業 誠実団体交渉の実施
H29.
4.19

H29.
6.19

取下 井上 髙島 松岡

２９(調)８号 労
卸売業、小
売業

雇止め問題の解決
H29.
4.21

H29.
6.20

(案)
解決

大坪 隈本 竹内

２９(調)９号 労
卸売業、小
売業

誠実団体交渉の実施
H29.
7.11

H29.
8.2

(案)
解決

所 上野 宮田

２９(調)１０号 労
卸売業、小
売業

誠実団体交渉の実施
H29.
7.13

H29.
7.24

打切 山下 鍋島 竹内

２９(調)１１号 労
道路旅客
運送業

誠実団体交渉の実施
H29.
8.9

H29.
9.1

打切 山下 島添
松岡
有馬

２９(調)１２号 労
社会保険・社
会福祉・介護
事業

解雇撤回等
H29.
8.9

H29.
9.5

(案)
解決

五十君 大塚 大石

２９(調)１３号 労 娯楽業 誠実団体交渉の実施
H29.
9.6

H29.
9.19

取下 所 髙島
松岡
有馬

２９(調)１４号 労 建設業 誠実団体交渉の実施
H29.
12.6

H30.
2.5

(案)
解決

後藤
上田

隈本
堂原

松岡
熊手

２９(調)１５号 労
道路貨物
運送業

誠実団体交渉の実施
H30.
2.13

(案)
解決

山下
德永

上野
高田

宮田
樋口

平成
29

H28.
11.22

H29.
2.22

H29.4
.20

H29.3
.14

H29.3
.30

１　年次別調整事件一覧（平成２８年から令和７年までに係属したもの）

平成
28

申請
年月日

終結
年月日

終結
区分

年 事件名
申
請
者

業種 調整事項

H29．
12.27

H27.
10.19

H27.
12.8

H28.
1.15

担当委員
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公益 労側 使側

３０(調)１号 労
道路貨物
運送業

誠実団体交渉の実施
H30.
3.8

H30.
4.11

(案)
解決

大坪 隈本
竹内
井上

３０(調)２号 労 医療業 誠実団体交渉の実施
H30.
4.10

H30.
5.8

打切 南谷
上野
西村

有馬
松岡

３０(調)３号 労 医療業 誠実団体交渉の実施
H30.
4.17

H30.
7.4

打切 後藤
島添
吉村

宮田
熊手

３０(調)４号 労
教育、学習
支援業

誠実団体交渉の実施
H30.
8.2

H30.
10.2

打切
上田
森

堂原 樋口

３０(調)５号 労
教育、学習
支援業

誠実団体交渉の実施
H31.
2.6

(案)
解決

德永 高田 有馬

３１(調)１号 労 医療業 誠実団体交渉の実施
H31.
1.4

H31.
1.18

打切 南谷 西村 樋口

３１(調)２号 労 医療業 誠実団体交渉の実施
H31.
4.16

R1.5
.7

取下 後藤 吉村 井上

元(調)３号 労
社会保険・社
会福祉・介護
事業

誠実団体交渉の実施
R1.5
.8

R1.9
.4

(案)
解決

後藤 吉村 井上

元(調)４号 労
食料品製造
業

誠実団体交渉の実施
R1.5
.30

R1.8
.19

(案)
解決

山下 島添 樋口

元(調)５号 労 水道業 誠実団体交渉の実施
R1.9
.3

(案)
解決

上田 隈本 竹内

元(調)６号 労
教育、学習
支援業

誠実団体交渉の実施
(案)
解決

森
服部

堂原
桑原

有馬
和田

２(調)１号 労 医療業 誠実団体交渉の実施
R2.1
.15

R2.1
.31

(案)
解決

大坪 高田 宮田

２(調)２号 使
飲食料品
卸売業

退職問題の解決
R2.1
.15

(案)
解決

德永 西村 樋口

２(調)３号 労
道路旅客
運送業

誠実団体交渉の実施
R2.3
.3

R2.5
.18

(案)
解決

山下 島添
樋口
谷川

２(調)４号 労 飲食店 誠実団体交渉の実施
R2.5
.12

R2.5
.25

取下 上田 桑原 熊手

２(調)５号 労
道路貨物
運送業

組合員差別の是正
R2.7
.3

R2.9
.9

打切 上田 桑原 熊手

２(調)６号 労
教育、学習
支援業

誠実団体交渉の実施
R2.7
.22

R2.8
.25

(案)
解決

大坪 島添 有馬

２(調)７号 使
道路貨物
運送業

団体交渉ルールの確
立

R2.7
.28

(案)
解決

服部 堂原 和田

２(調)８号 労 燃料小売業
誠実団体交渉の実施
休業期間満了後の賃
金補償

R2.8
.5

R2.9
.11

(案)
解決

森 隈本 樋口

２(調)９号 労
道路旅客
運送業

誠実団体交渉の実施
(案)
解決

德永
島添
藤田

竹内

２(調)１０号 労 医療業 懲戒解雇問題の解決
(案)
解決

所 吉村 宮田

２(調)１１号 労 燃料小売業 誠実団体交渉の実施
(案)
解決

大坪 高田 谷川

３(調)１号 労
建設機械
器具賃貸業

誠実団体交渉の実施
R3.1
.4

R3.2
.12

(案)
解決

上田 藤田 樋口

３(調)２号 労 飲食店
未払賃金の支払い及
び要求書への回答

R3.1
.22

R3.2
.15

(案)
解決

山下 堂原 有馬

３(調)３号 労
老人福祉・
介護事業

誠実団体交渉の実施
R3.2
.24

R3.3
.1

打切 森 隈本 和田

３(調)４号 使
老人福祉・介
護事業、障害
者福祉事業

未払賃金問題の解決
R3.2
.24

R3.3
.16

打切 德永 吉村 竹内

３(調)５号 使
一般廃棄物
処理業

賃上げ問題の解決
R3.6
.9

R3.8
.16

打切 森 島添 宮田

終結
区分

担当委員
年 事件名

申
請
者

業種 調整事項

令和
2

令和
元
(平成
31)

平成
30

H30.
12.17

R1.10
.18

R1.11
.27

R2.2.
17

R2.11
.16

R2.10
.2

R2.11
.12

R2.10
.22

R2.12
.9

R2.11
.5

R2.12
.1

R2.2.
27

申請
年月日

終結
年月日

令和
3
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公益 労側 使側

令和
3

３(調)６号 労 新聞業 誠実団体交渉の実施
R3.8
.31

R4.2
.14

打切 德永
隈本
先川

熊手

４(調)１号 労
教育、学習
支援業

誠実団体交渉の実施
等

R4.7
.13

打切 德永
藤田
溝田

熊手
中村

４(調)２号 労 保健衛生 誠実団体交渉の実施
R4.9
.9

打切
森
丸谷

吉村
（淳）
金光

和田
内場

４(調)３号 労 医療業 誠実団体交渉の実施
R4.9
.14

(案)
解決

大坪
桑原
先川

有馬
吉村
（達）

４(調)４号 労 飲食店 誠実団体交渉の実施 打切 服部 藤田 竹内

５(調)１号 労 飲食店 誠実団体交渉の実施
R5.4
.20

打切 所 金光 中村

５(調)２号 労 旅行業 誠実団体交渉の実施 打切 丸谷 金光
内場
小川

５(調)３号 労
医療品製造
業

誠実団体交渉の実施
R5.8
.18

(案)
解決

服部 桑原 熊手

５(調)４号 労
道路旅客運
送業、旅行
業

誠実団体交渉の実施
等

R5.9
.6

(案)
解決

所 藤田 中村

６(調)１号 労 サービス業
配置転換、その他賃
金に関するもの

R6.3
.29

R6.6
.14

(案)
解決

丸谷
千綿

高田
古賀

小川
丸山

６(調)２号 使 医療業
その他賃金に関する
もの

R6.4
.19

R6.8
.1

(案)
解決

上田
渡部

桑原
溝田

吉村
高松

６(調)３号 使 医療業
その他賃金に関する
もの

R6.8
.1

(案)
解決

上田
渡部

桑原
溝田

吉村
高松

６(調)４号 労 医療業
その他賃金に関する
もの

取下 - - -

７(調)１号 労 医療業
その他賃金に関する
もの

R7.1
.31

R7.3
.24

(案)
解決

千綿 藤田 内場

７(調)２号 労
職業紹介・
労働者派遣
業

団体交渉の開催
R7.3
.6

R7.4
.25

打切 大坪 溝田 高松

７(調)３号 労
社会保険・社
会福祉・介護
事業

誠実団体交渉の実施
所
福山

西
増田

丸山
庄崎

７(調)４号 使
廃棄物処理
業

終業時刻

１　申請区分は、申請者が労働組合か使用者かを示す。
２　調整区分は、６(調)３号は調停、他はすべてあっせんである。

年 事件名
申
請
者

業種 調整事項
申請
年月日

終結
年月日

終結
区分

担当委員

R5.12
.5

R6.12
.3

R6.12
.3

R6.12
.3

R4.10
.12

R4.12
.2

R4.10
.26

R4.11
.2

R4.12
.13

R5.5.
15

R5.10
.5

R5.8.
3

R5.11
.30

R7.12
.3

R7.12
.26

令和
7

令和
4

令和
5

令和
6
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２  年次別審査事件一覧（平成２８年から令和７年までに係属したもの）

申立
年月日

従業員数

組合員数

２６.１２.１９ ５２５ 上野 宮田

２８.２.１０ １００ 髙島
大石
(昌)

２７.３.５ ６０１ 角田 竹内

２８.５.１８ ６ 佐田 松岡

２７.４.７ １５ 上野
大石
(昌)

２８.２.４ ５ 髙島 生山

２７.４.３０ ６０ 角田
大石
(昌)

２８.４.２６ ２ 鍋島 廣瀬

２７.１１.２７ ７ 後藤 髙島 松岡

２８.２.２５ １ 大坪 佐田 生山

２８.１.２５ ５９，０００ 南谷 鍋島 廣瀬

２８.１０.２４ １８３ 大坪 島添 松岡

２８.２.１６ １３ 五十君 上野 船越

２８.７.２５ １ 所 隈本 宮田

２８.２.２６ ５９，０００ 鍋島 松岡

２８.１１.２４ ２６２ 島添 廣瀬

２８.５.１２ ６０ 髙島 生山

２９.３.１５ １ 佐田 竹内

２８.５.２０ ５０ 島添 大石

２８.７.１５ ３ 隈本 船越

２８.８.１９ ２５ 上野 宮田

２９.１.１９ １ 鍋島 廣瀬

２８.１０.１２ 不明 佐田 船越

２９.２.２ ４ 大塚 松岡

２８.１１.1 ２８６ 隈本 竹内

２９.９.１５ １ 髙島 大石

２８.１２.１ ６３ 後藤 大塚 宮田

２９.８.３０ １ 大坪 鍋島 廣瀬

２９.２.２４ ２８６ 上野 大石

２９.９.１５ １ 隈本 竹内

２９.４.２８ ６６９ 島添 松岡

２９.８.３１ １ 髙島 有馬

２９.８.９ ６３ 隈本 竹内

３０.８.７ １ 高田 松岡

２９.８.２２ ４２０
井上
(智)

島添 宮田

２９.１１.１４ １ 山下 大塚 有馬

２９.８.３１ ５４４ 上野 松岡

３０.７.２４ １ 堂原 熊手

２９.１０.１８ ３，０００ 隈本 竹内

３０.１０.２ １ 吉村 樋口

北九州 １・３
不利益取扱、
支配介入

６ 組合 有り 建設業 北九州 ２ 団交拒否

組合 有り 医療、福祉

団交拒否

終結事由
(処理経過）

事件番号

年 号
使側
参与

申立人の
種別

組合／個人

組合の
上部団体
の有無

被申立人の業種等 申立事項 担当委員

終結
年月日

業種 所在地
７条

該当号
申立内容

労側
参与

審査
委員

一部救済命
令

10 組合 無し
教育、学習支
援業

３ 組合 無し
運輸業、郵便
業

北九州 ２

福岡
１・２

３

不利益取扱、
不誠実団交、
支配介入

後藤
平成
２６

井上
(智)

平成
２７

組合 有り
教育、学習支
援業

取下げ

２ 組合 有り
卸売業、小売
業

県外 ２ 団交拒否
棄却命令
（一部却下決
定）

６ 組合 有り
卸売業、小売
業

福岡 ２

不誠実団交 南谷 関与和解

棄却命令

団交拒否

山下５

南谷

県外 ２ 団交拒否

有り 医療、福祉 筑豊 ２ 団交拒否

井上
(智)

１

山下

１・２
３

不利益取扱、
不誠実団交、
支配介入

所 関与和解

全部救済命
令

２ 組合 無し その他 福岡 ２ 団交拒否 関与和解

２ 団交拒否

関与和解

７ 組合

有り
運輸業、郵便
業

北九州 ２

全部救済命
令

４ 組合 有り 医療、福祉 筑豊 １・２
不利益取扱、
団交拒否

後藤
一部救済命
令

３ 組合 有り 医療、福祉 県外

平成
２８

山下 関与和解

９ 組合 有り

２ 組合 無し
複合サービス
事業

福岡 ２ 不誠実団交 関与和解五十君

関与和解

１ 組合 無し 医療、福祉 福岡
１・２

３

不利益取扱、
不誠実団交、
支配介入

関与和解

５ 組合

生活関連サー

ビス業、娯楽業
福岡 ２ 不誠実団交

一部救済命
令

８ 組合 無し 医療、福祉 福岡

山下

２ 団交拒否 関与和解

組合 有り
生活関連サー

ビス業、娯楽業
福岡 １・３

不利益取扱、
支配介入

南谷３

有り
卸売業、小売
業

県外

一部救済命
令

６ 組合 有り
生活関連サー

ビス業、娯楽業
県外

１・２
３

不利益取扱、
団交拒否、
支配介入

平成
２９

全部救済命
令

一部救済命
令

４ 組合

大坪

組合 有り
複合サービス
事業

北九州
１・２

３

不利益取扱、
団交拒否、
支配介入

所５
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申立
年月日

従業員数

組合員数

終結事由
(処理経過）

事件番号

年 号
使側
参与

申立人の
種別

組合／個人

組合の
上部団体
の有無

被申立人の業種等 申立事項 担当委員

終結
年月日

業種 所在地
７条

該当号
申立内容

労側
参与

審査
委員

２９.１１.８ ２６ 山下 島添 宮田

３０.７.６ ３ 德永 西村
井上
(真)

２９.１１.２２ ６６ 後藤 上野 宮田

３０.１１.１３ １６ 上田 吉村 有馬

３０.８.２９ ６２ 山下 堂原 松岡

３１.１.３１ 不明 森 高田 樋口

３０.８.３０ ２，２７４ 島添 竹内

元.８.２７ ３ 隈本 有馬

３０.９.３ ５５ 吉村 宮田

３１.２.１２ ２ 西村 熊手

３０.９.２０ ３，０００ 高田 松岡

元.９.３ １ 上野 井上

３０.１０.１０ １，２００ 堂原 竹内

３１.３.７ １ 島添 樋口

３０.１０.１２ １４ 西村 松岡

３１.４.５ １ 隈本 有馬

３０.１１.３０ ５０ 山下 吉村 宮田

２.７.３ ２５ 服部 桑原 樋口

３１.３.１４ ７０ 堂原 樋口

元.８.３０ １ 高田 熊手

元.５.２１ ７ 西村 宮田

元.１０.７ １ 島添 竹内

元.５.２１ ６０ 隈本

２.２.２７ １ 桑原

元.５.２４ ４６０ 吉村 井上

元.８.９ １ 高田 有馬

元.６.１０ １，９０４ 島添 樋口

２.６.６ ー 堂原 宮田

元.７.１０ ２２ 高田 熊手

２.５.１８ １ 西村 竹内

元.１２.２７ ６２ 堂原 有馬

２.１２.１８ ー 桑原 谷川

２.１.１０ １４３，５０９ 隈本 竹田

２.１１.１０ １ 高田 和田

２.２.２５ ５９，０００ 吉村 宮田

３.２.２２ １０６ 桑原 谷川

２.４.１ ５０ 高田 樋口

２.８.２８ １ 隈本 有馬

２.７.１６ 不明 島添 熊手

２.１０.３０ １ 吉村 竹内

８ 組合 有り
運輸業、郵便
業

福岡
１・２

３

不利益取扱、
団交拒否、
支配介入

全部救済命
令

関与和解

組合 有り
教育、学習支
援業

福岡 １・３
不利益取扱、
支配介入

関与和解

平成
２９

１ 組合 有り 医療、福祉 福岡 ２ 団交拒否

７

一部救済命
令

３ 組合 有り 製造業 筑豊 １・３
不利益取扱、
支配介入

南谷 関与和解

２ 組合 無し
教育、学習支
援業

県外 ２・３
不誠実団交、
団交拒否、
支配介入

無し
運輸業、郵便
業

県外

３ 支配介入 棄却命令後藤

北九州７ 組合 有り 医療、福祉
１・２

３

不利益取扱、
団交拒否、
支配介入

棄却命令

関与和解

上田 関与和解

４ 組合 有り

５ 組合 有り
宿泊業、飲食
サービス業

北九州
１・２

３

不利益取扱、
団交拒否、
支配介入

大坪

平成
３０

組合 有り 情報通信業 福岡 １・３
不利益取扱、
支配介入

生活関連サー

ビス業、娯楽業
県外

６

德永

無関与和解

２ 組合 有り
教育、学習支
援業

北九州 ２ 不誠実団交 南谷 関与和解

森有り 医療、福祉 筑豊 １・２
不利益取扱、
団交拒否

１ 組合

令和
元

(平成

３１)

３ 組合

関与和解

德永
一部救済命
令

熊手

６ 組合

大坪 関与和解

４

５ 個人

有り 製造業 県外 ２ 団交拒否

組合

無し
運輸業、郵便
業

福岡 １・３
不利益取扱、
支配介入

１・２
不利益取扱、
団交拒否

全部救済命
令

個人 無し
運輸業、郵便
業

福岡 １・３
不利益取扱、
支配介入

大坪２ 組合 有り 医療、福祉 県外

上田

無し
卸売業、小売
業

福岡
１・２

３

不利益取扱、
団交拒否、
支配介入

上田 関与和解

上田 取下げ

森
全部救済命
令

１ 組合 無し 製造業 県外 ２
不誠実団交、
団交拒否

所 取下げ

７

２・３
不誠実団交、
支配介入

組合 有り
教育、学習支
援業

福岡 ２ 団交拒否

令和
２

３

德永 無関与和解２ 団交拒否４ 組合 無し 医療、福祉 県外
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申立
年月日

従業員数

組合員数

終結事由
(処理経過）

事件番号

年 号
使側
参与

申立人の
種別

組合／個人

組合の
上部団体
の有無

被申立人の業種等 申立事項 担当委員

終結
年月日

業種 所在地
７条

該当号
申立内容

労側
参与

審査
委員

２.７.１６ １０ 桑原 和田

３.１.２７ １ 高田 宮田

２.７.１６ ８５ 堂原 樋口

３.１.２８ １ 隈本 谷川

２.１１.４ ９ 堂原 竹内

２.１２.９ ３ 島添 有馬

２.１２.８ ５７ 桑原 和田

３.１２.２ ７ 吉村 有馬

３.１.５ １２８ 隈本 宮田

３.６.１ ２ 島添 樋口

３.２.１５ １００ 高田 竹内

４.３.２４ ３ 桑原 有馬

３.２.２２ ７５ 堂原 宮田

３.６.２１ ６ 藤田 和田

３.３.１０ ３００ 島添 有馬

３.７.３０ ９ 高田 宮田

３.３.１９ １１５ 隈本 竹内

３.５.２７ １ 吉村 宮田

３.４.１２ ２５ 藤田 熊手

３.１２.１５ １ 桑原 有馬

３.６.１４ １７０ 吉村 和田

４.７.１１ ２５ 先川 熊手

３.６.２１ ２３９ 高田 竹内

４.１.４ １ 吉村 熊手

３.６.２５ ３００ 島添 有馬

４.２.１６ ９ 高田 中村

３.７.５ １１４ 桑原 有馬

４.７.１ ３ 藤田 熊手

３.８.２３ １０ 藤田 竹内

４.４.１４ １ 吉村 和田

３.９.２８ １１５ 大坪 高田 竹内

４.１１.２９ １ 丸谷 先川 中村

４.２.４ １２８ 有馬

４.６.２３ ２ 内場

４.６.２４ １２８ 桑原 和田

４.１２.２８ ２ 金光 吉村

４.１１.２９ ２２ 高田 有馬

５.１１.２２ ３ 溝田 中村

４.１２.１ １２８ 桑原 和田

５.３.２２ ２ 金光 吉村

無し
運輸業、郵便
業

県外 ２ 団交拒否

５ 組合

服部 却下決定６ 組合

無し 医療、福祉 県外 ２ 団交拒否 山下 却下決定

３ 組合

棄却命令

７ 組合 無し
卸売業、小売
業

筑後 ２ 団交拒否 上田 関与和解

８ 組合 有り
運輸業、郵便
業

県外 １・３
不利益取扱、
支配介入

德永

令和
２

所 取下げ

２ 組合 有り 医療、福祉 北九州
１・２
３・４

不利益取扱、

団交拒否、

支配介入、

報復的不利益取扱

上田
一部救済命
令

１ 組合 有り 製造業 県外 ２ 団交拒否

関与和解

取下げ

山下 無関与和解

上田有り サービス業 北九州

有り
運輸業、郵便
業

福岡 ２ 団交拒否 森

有り
複合サービス
事業

福岡 ２ 不誠実団交 服部

12 組合 医療、福祉 北九州 ２
不誠実団交、
団交拒否

令和
３

１・３
不利益取扱、
支配介入

７ 組合

組合 有り
運輸業、郵便
業

北九州
１・２

３

不利益取扱、
不誠実団交、
支配介入

４ 組合

複合サービス
事業

福岡

北九州
１・２

３

一部救済命
令

５ 組合 無し 医療、福祉 北九州 ２ 団交拒否

大坪 取下げ

無関与和解

６

８ 組合 有り

９ 組合

有り

不利益取扱、
支配介入

全部救済命
令

４ 組合

德永

10 組合

11 組合
運輸業、郵便
業

製造業 県外 ２

３ 組合

組合

有り
運輸業、郵便
業

北九州

２・３

令和
４

服部

有り

不誠実団交、
支配介入

１・３

サービス業 県外

１・２
３

無し
運輸業、郵便
業

筑後 ２・３
不誠実団交、
団交拒否、
支配介入

森

不利益取扱、
団交拒否、
支配介入

所 関与和解

不利益取扱、
不誠実団交、
支配介入

服部 関与和解

無し

不利益取扱、
団交拒否、
支配介入

德永 関与和解

有り

取下げ

金光１ 組合

有り 製造業 県外

有り 製造業 県外 ２・３
不誠実団交、
支配介入

服部 関与和解

全部救済命
令

１・２
３

団交拒否 所 関与和解

２
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申立
年月日

従業員数

組合員数

終結事由
(処理経過）

事件番号

年 号
使側
参与

申立人の
種別

組合／個人

組合の
上部団体
の有無

被申立人の業種等 申立事項 担当委員

終結
年月日

業種 所在地
７条

該当号
申立内容

労側
参与

審査
委員

４.１２.８ ７５，０００ 藤田 内場

６.８.１ １ 桑原 熊手

４.１２.２６ １０ 藤田 中村

５.１０.２１ １ 桑原 熊手

５.２.２ ８７ 藤田 吉村

６.３.１８ １１ 溝田 中村

５.５.２６ ３，８３６ 高田 内場

５.１０.２０ １ 金光 熊手

５.６.５ ２２８ 金光 吉村

６.１２.２ ７ 高田 中村

５.９.４ １０１ 溝田 中村

７.２.６ １ 桑原 小川

６.２.２ １１ 丸谷 桑原 内場

６.４.１６ １ 千綿 古賀 丸山

６.３.１５ ２，２５１ 上田 西 熊手

６.９.２７ ２ 渡部 金光 高松

６.４.２ ３０ 藤田 吉村

６.１０.３ ３ 西 熊手

６.４.２５ ５６１ 桑原 中村

７.１２.５ ー 古賀 内場

６.８.２６ ２１ 高田 小川

７.１１.１２ １ 古賀 丸山

６.１１.１９ １６ 溝田 高松

７.３.４ ５ 高田 吉村

６.１２.６ ６ 西 丸山

７.３.２１ １ 金光 中村

７.２.５ ６６，０００ 金光 吉村

７.１０.10 １ 桑原 小川

7.9.12 不明 溝田 高松

７.１１.１０ １ 西 中村

7.12.26 不明 所 桑原 内場

12 堀野 吉村 庄崎

(注）各項目に記載した事項は、終結日（審査中の事件は令和７年１２月３１日）現在

一部救済命
令

無し

１・３
不利益取扱、
支配介入

有り
金融業、保険
業

県外

森組合

関与和解
１・２

３

不利益取扱、
不誠実団交、
団交拒否、
支配介入

有り
教育、学習支
援業

筑後 ２・３
不誠実団交、
支配介入

宿泊業、飲食
サービス業

福岡 ２ 団交拒否

県外

上田

令和
４

所 棄却命令

６

１
一部救済命
令

５ 組合

有り
教育、学習支
援業

北九州 １・２
不利益取扱、
団交拒否

丸谷

３ 組合 有り
宿泊業、飲食
サービス業

県外 ２ 団交拒否 服部

令和
５

組合

全部救済命
令

２ 組合 有り
生活関連サー

ビス業、娯楽業

大坪 無関与和解

令和
６

１ 組合 有り
運輸業、郵便
業

北九州 ２ 団交拒否 関与和解

２ 組合 無し
教育、学習支
援業

県外 ２・３
不誠実団交、
支配介入

関与和解

千綿

４

千綿 関与和解

４ 個人

有り
教育、学習支
援業

北九州 １・３
不利益取扱、
支配介入

丸谷

組合

無し 製造業 県外 ３ 支配介入 渡部 関与和解

３ 組合 有り

農林漁業、鉱業、

採石業、砂利採

取業・複合サービ

ス事業

県外 ２・３
団交拒否、
支配介入

上田 関与和解

６ 組合 関与和解

全部救済命
令

５ 組合

有り 医療、福祉 筑豊 ２ 団交拒否

７ 組合 有り 情報通信業 福岡 ２ 団交拒否

不利益取扱、
支配介入

審査中

令和
７

3 組合 有り 医療、福祉 北九州 １・３

１・２
３

不利益取扱、
不誠実団交、
支配介入

所 関与和解１ 組合 有り 医療、福祉 県外

取下げ２ 組合 有り 医療、福祉 北九州 ２ 団交拒否 千綿
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3 歴代委員名簿（第40期～45期）

期別

◎ 後　藤 　　 裕 上　野 茂　伸 松　岡 嘉　彦

自 至 〇 五十君 麻里子 髙　島 喜　信 廣　瀬 　　 幸

井　上 智　夫 鍋　島 初　美

南　谷 敦　子 佐　田 正　二 大　石 昌　彦

山　下 　 　昇 生　山 武　史

大　坪 　　 稔 角　田 昭　一

所 浩　代 宮　田 克　彦

隈　本 泰　清 竹　内 直　行

島　添 幹　子 船　越 法　克

大　塚 康　宏

有　馬 紀　顕

樋　口 和　光

◎ 後　藤 　　 裕 上　野 茂　伸 有　馬 紀　顕

自 至 〇 山　下 　 　昇 西　村 芳　樹 松　岡 嘉　彦

南　谷 敦　子 隈　本 泰　清 宮　田 克　彦

大　坪 　　 稔 島　添 幹　子 竹　内 直　行

所 浩　代 吉 村 淳　治 樋　口 和　光

堂 原 弘　志 熊　手 艶　子

德　永 　 　響 高　田 章　男 井　上 真　紀

上　田 竹　志

森 裕美子

第
　
四
　
十
　
一
　
期

第
　
四
　
十
　
期

　
平
成
二
九
年
一
一
月
二
六
日

　
令
和
元
 

年
一
一
月
二
五
日

H29.6.23就任

H29.9.7就任

　
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日

　
平
成
二
九
年
一
一
月
二
五
日

H29.10.25退任

H28.7.31退任

H28.10.7就任

H29.10.3逝去

29.3.31退任

H29.6.27退任

H30.7.31退任

H30.8.1就任

期間 労働者委員 使用者委員公益委員

◎は会長、〇は会長代理
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期別

◎ 山　下 　 　昇 桑　原 忠　志 有　馬 紀　顕

自 至 〇 德　永 　 　響 西　村 芳　樹 熊　手 艶　子

大　坪 　　 稔 宮　田 克　彦

所 浩　代 隈　本 泰　清 竹　内 直　行

上　田 竹　志 島　添 幹　子 樋　口 和　光

森 裕美子 吉 村 淳　治

服　部 博　之 堂 原 弘　志 和　田 金　也

谷　川 由利子

高　田 章　男 中　村 年　孝

藤　田 桂　三

先　川 勇　司

◎ 德　永 　 　響 桑　原 忠　志 中　村 年　孝

自 至 〇 大　坪 　　 稔 藤　田 桂　三 有　馬 紀　顕

森 裕美子 島　添 幹　子 熊　手 艶　子

所 浩　代 竹　内 直　行

上　田 竹　志 吉 村 淳　治 和　田 金　也

服　部 博　之 高　田 章　男

丸　谷 浩　介 先　川 勇　司 吉　村 達　也

金　光 千　春 内　場 千　晶

溝田 由美子 小　川 浩　二

第
　
四
　
十
　
二
　
期

第
　
四
　
十
　
三
　
期

R3.6.30退任

　
令
和
三
 

年
一
一
月
二
六
日

　
令
和
五
 

年
一
一
月
二
六
日

R5.4.12退任

R4.7.8就任 R5.5.30就任

　
令
和
元
 

年
一
一
月
二
六
日

　
令
和
三
 

年
一
一
月
二
五
日

R3.9.1就任

R2.6.24退任

R4.4.30退任

期間 公益委員 労働者委員 使用者委員

R3.9.1就任

R2.8.27就任

R3.6.30退任
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期別

◎ 上　田 竹　志 桑　原 忠　志 中　村 年　孝

自 至 〇 服　部 博　之 藤　田 桂　三 熊　手 艶　子

大　坪 　　 稔 吉　村 達　也

所 浩　代 高　田 章　男 内　場 千　晶

丸　谷 浩　介 金　光 千　春 小　川 浩　二

渡　部 有　紀 溝　田 由美子 丸 山 武　子

千　綿 俊一郎 古　賀 栄　一 高 松 雄　太

西 央　人

◎ 所 浩　代 桑　原 忠　志 庄　崎 秀　昭

自 至 〇 千　綿 俊一郎 吉 村 淳　治 中　村 年　孝

丸　谷 浩　介 金　光 千　春 熊　手 艶　子

渡　部 有　紀 溝　田 由美子 内　場 千　晶

大　石 桂　一 古　賀 栄　一 小　川 浩　二

福　山 　　聖 西 央　人 丸 山 武　子

堀　野 　　出 増　田 隆　男 高 松 雄　太

第
　
四
　
十
　
五
　
期

　
令
和
七
 

年
一
一
月
二
七
日

　
令
和
八
 

年
三
　
月
一
　
日

期間 公益委員 労働者委員 使用者委員

第
　
四
　
十
　
四
　
期

　
令
和
五
 

年
一
一
月
二
七
日

　
令
和
七
 

年
一
一
月
二
六
日

R7.7.31退任
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４ 事務局組織 

 

事務局組織については、昭和61年４月１日、県行政改革に伴い、３課制（総務課、審査

課、調整課）を２課制（調整課、審査課）へ改編、スタッフ職を拡大し、以後、２課体制をとっ

ている。 

 平成４年度に審査課に参事を設置し、平成５年度には調整課に副課長を設置（課長補佐

を廃止）した。 

 また、平成９年度には、調整課の議事調査担当を総務担当に統合した。 

 平成11年度以降、次長については専任ではなく、調整課長又は審査課長との兼務体制

をとっている。 

県行政改革により、平成17年度から調整課の総務担当職員が１名減、平成21年度か

ら審査課の審査担当職員が１名減、平成22年度から調整課の調整担当職員が１名減と

なった。 

さらに、平成28年度から、審査課の審査担当職員が１名減となり、現在に至っている。  

（令和８年３月１日現在、職員定数20名、現員18名） 

               

                                                     令和８年３月１日現在 

   

                                

                                     ―総務担当 

                        ―調整課― 

  事務局長―事務局次長―          ―調整担当 

                        ―審査課――審査担当 
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５　労働委員会関係年表（平成２８年～令和７年）

年別

1 /22 平成28年の審査の期間の目標を決定 1 / 5
2 / 4
2 /10
2 /22

2 /25

2 /25

3 /28

4 / 1 4 / 7
4 /14

6 /30 4 /21

4 /26

5 /18

7 / 1

7 /31 7 /15

7 / 6 7 /25

9 / 1

8 /  8 9 / 7

10/24

10/ 1 11/24

1 /19
2 / 2

2 /22

2 /27

3 /14

3 /15

3 /30

4 /20

5 /18 5 / 8

  ～19 6 /19

6 /20

6 /30 9 / 7 7 / 6

 ～  8 7 /24

8 / 2

9 /19 8 /30

8 /31

7 /12 11/10 9 / 1

9 / 5

8 / 8 9 /15

9 /15

11/26 9 /19

10/ 1 11/27 11/14

6 /30 2 / 5

2 /13

4 /11

5 / 8

7 / 4

7 / 6 7 / 6

7 /24

7 / 6 8 / 7

10/ 2

7 /10 10/ 2

11/13

8 /10 12/27

10/ 1

11/ 9 12/27

3 /18 1 /18
4 / 1 1 /31

2 / 6

2 /12

3 / 7

4 / 5

5 / 7

5 /29 8 / 9

6 /30 6 /25 8 /19

8 /27

9 /20 8 /30

10/17 9 / 3

9 / 4

7 /16 11/26 10/ 7

10/18

8 / 7

10/ 1

10/ 7

12/16

（日本経団連最終集計）

人事院給与勧告 幹事会において、平成31年度から審査事件
に係る研修生（九州の各県労委職員）の受入
れを決定
「在り方検討小委員会」メンバーとして、

給与0.16%改善、賞与0.05月分増等

 方の実現等(H31.4.1～)

福岡県最低賃金　1時間814円
全労委協議会運営委員会において、

30（不）5号事件、関与和解のため取下げ

・雇用形態にかかわらない公正な待遇の 30（不）6号事件、関与和解のため取下げ

 確保（R2.4.1～)

「今後の労働委員会の在り方検討小委
員会（仮）（以下「在り方検討小委員会」
という）」の開催を決定

九州ブロックから山下会長代理（公）、上野

の整備に関する法律」施行 30（調）5号あっせん事件、（案）解決

・長時間労働の是正、多様で柔軟な働き 30（不）3号事件、関与和解のため取下げ

31（調）2号あっせん事件、取下げ

29（不）7号事件、関与和解のため取下げ

29（不）5号事件、命令書写し交付

29（不）2号事件、関与和解のため取下げ

29（不）4号事件、関与和解のため取下げ

委員（労）、有馬委員（使）を選出（九州ブロ
ック幹事県：福岡県）

29（不）6号事件、命令書写し交付

29（不）8号事件、命令書写し交付

労働を取り巻く社会情勢・国の動向 福岡労委運営関係

　10か月未満（審査に時間を要することが見
　込まれる事件は1年未満）
・その他の事件　1年未満
※なお、審査の期間の目標は、これ以降も
同じ内容で毎年1月の総会で決定した。
「福岡県労働委員会における障害を理由と
する差別の解消の推進に関する職員対応
要領」施行

27（調）15号あっせん事件、打切り
27（不）3号事件、関与和解のため取下げ
26（不）10号事件、命令書写し交付
28（調）2号あっせん事件、取下げ

27（調）13号あっせん事件、取下げ

27（不）6号事件、取下げ

28（調）１号あっせん事件、（案）解決

28（不）2号事件、関与和解のため取下げ

後藤会長、山下会長代理を選挙

29（不）３号事件、命令書写し交付

30（調）4号あっせん事件、打切り

29（調）14号あっせん事件、（案）解決

29（調）15号あっせん事件、（案）解決

30（調）1号あっせん事件、（案）解決

30（調）2号あっせん事件、打切り

30（調）3号あっせん事件、打切り

28（調）3号あっせん事件、（案）解決

28（不）5号事件、関与和解のため取下げ

27（不）2号事件、命令書写し交付

28（調）6号あっせん事件、（案）解決

福岡県労働委員会70周年記念誌～70周年
記念特集・年報（平成27年）～発行

28（調）5号あっせん事件、（案）解決

28（調）4号あっせん事件、取下げ

27（不）5号事件、命令書写し交付

28（調）7号あっせん事件、打切り

29（調）4号あっせん事件、打切り

29（調）2号あっせん事件、打切り

29（調）5号あっせん事件、取下げ

29（調）7号あっせん事件、取下げ

28（不）7号事件、関与和解のため取下げ

28（調）9号あっせん事件、（案）解決

29（調）1号あっせん事件、打切り

28（調）8号あっせん事件、打切り

28（不）1号事件、命令書写し交付

28（不）3号事件、命令書写し交付

28（不）6号事件、関与和解のため取下げ

春闘上昇率2.53％、妥結額8,539円

・全国　　１７．1%
 組合員数9,981千人、24,465組合

給与0.17%改善、賞与0.1月分増等
福岡県最低賃金　1時間765円

平成28年労働組合推定組織率
・全国　　１７．３%
 組合員数9,940千人、24,682組合
・福岡県内  17.7％
 組合員数311千人、1,789組合

14都道府県労働委員会公益委員会議開催

春闘上昇率2.27％、妥結額7,497円
（日本経団連最終集計）

人事院給与勧告

春闘上昇率2.34％、妥結額7,755円
（日本経団連最終集計）

人事院給与勧告
給与0.15%改善、賞与0.1月分増等

福岡県最低賃金　1時間789円

・福岡県内  17.2％

(R2.4.1施行）

平成30年労働組合推定組織率
・全国　　１７．0%
 組合員数10,070千人、24,328組合

 組合員数317千人、1,786組合
「働き方改革を推進するための関係法律
の整備に関する法律」公布（Ｈ31.4.1施行）
「パートタイム・有期雇用労働法」公布

28（不）4号事件、命令書写し交付

第84回九州労働委員会連絡協議会開催
（ホテルレガロ福岡）

29（調）8号あっせん事件、（案）解決

29（調）6号あっせん事件、打切り

29（調）10号あっせん事件、打切り

29（調）9号あっせん事件、（案）解決

28（不）9号事件、命令書写し交付

（博多サンヒルズホテル）

福岡県庁3階から吉塚合同庁舎7階へ移転

29（調）11号あっせん事件、打切り

29（調）12号あっせん事件、（案）解決

28（不）8号事件、関与和解のため取下げ

29（調）3号あっせん事件、打切り

取扱事件関係（終結時）

・労組法第7条第2号単独事件
平
成
2
8
年

（
2
0
1
6
年

）

平
成
2
9
年

（
2
0
1
7
年

）

平
成
3
0
年

（
2
0
1
8
年

）

第1回在り方検討小委員会開催 31（調）1号あっせん事件、打切り

「働き方改革を推進するための関係法律 30（不）1号事件、関与和解のため取下げ

平成29年労働組合推定組織率

委員改選（第41期委員任命）

29（不）1号事件、関与和解のため取下げ

29（調）13号あっせん事件、取下げ

・福岡県内  17.4％
 組合員数312千人、1,785組合

吉塚合同庁舎移転記念トークイベント
「新しい働き方と私たちの未来」開催
（福岡県吉塚合同庁舎）

第2回在り方検討小委員会開催 元（不）4号事件、関与和解のため取下げ

令和元年労働組合推定組織率 不当労働行為の審査業務に係る研修生 元（調）4号あっせん事件、（案）解決

・全国　　１6．7% 派遣受入（第1回）（～R元.8.16）2名受入 30（不）2号事件、命令書写し交付

給与0.09%改善、賞与0.05月分増等

 組合員数10,088千人、24,057組合 労使関係セミナー開催（アクロス福岡） 31（不）1号事件、無関与和解のため取下げ

・福岡県内  17.3％ 九州労働委員会公益委員連絡会議開催 30（不）4号事件、命令書写し交付

 組合員数317千人、1,775組合 （福岡県吉塚合同庁舎） 元（調）3号あっせん事件、（案）解決

・申請及び処分通知等のオンライン手続
　の一部改正

平
成
3
1
年
/
令
和
元
年

（
2
0
1
9
年

）
福岡県最低賃金　1時間841円
第3回在り方検討小委員会開催
改正労委規則施行（元12.13公布）

春闘上昇率2.43％、妥結額8,200円 委員改選（第42期委員任命） 元（不）2号事件、関与和解のため取下げ
（日本経団連最終集計） 山下会長、德永会長代理を選挙 元（調）5号あっせん事件、（案）解決

人事院給与勧告
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年別

1 /30 1 /31
2 /17

2 /25 2 /27

2 /27

2 /25

4 / 1

4 / 7 4 / 7

4 /16

5 /14

5 /15 5 /15 5 /18

5 /25 5 /18

5 /25

6 / 1 6 / 2 6 / 6

6 /30

7 / 3 7 / 3

8 / 3 8 /25

8 /28

10/ 1 9 / 9

10/ 5 9 /11

10/ 7

10/19

10/28

10/30

11/30 11/10

11/19 11/12

   ～20 11/16

12/25 12/ 1

11/30 12/ 9

12/ 9

12/18

1 /1４ 1 /14 公益委員会議を初めてウェブで実施 1 /27
1 /14 不当労働行為事件の審査に関する申合せ・ 1 /28

2 / 1 不当労働行為事件事務処理要領一部改正 2 /12
・押印の見直し 2 /15

1 /22 2 /22

3 / 1

2 /12 3 /16

2 /28

2 /19
4 / 1 3 /26

5 /12

6 /21

3 /26

6 /30 4 /28

5 /27

6 / 1

7 /11 6 /21

7 /30 7 /30

8 / 2

感染症まん延防止等重点措置が開始

春闘上昇率1.84％、妥結額6,124円 3（不）4号事件、取下げ
（日本経団連最終集計）

福岡県を対象とした新型コロナウイルス

・福岡県内  17.6％ 3（不）5号事件、無関与和解のため取下げ

 組合員数326千人、1,738組合 3（不）1号事件、取下げ

福岡県を対象とした新型コロナウイルス 3（不）3号事件、関与和解のため取下げ

感染症まん延防止等重点措置が解除

移行 ・予備委員を選定する方針を追加
令和３年労働組合推定組織率 福岡地裁に緊急命令申立て（賃金差額支払）
・全国　　１6．9% (3(行ク)6)
 組合員数10,078千人、23,392組合

感染症緊急事態措置が開始 　到達後2週間とするもの
福岡県は新型コロナウイルス感染症緊急 ※R3.10.1労委規則に先行して改正
事態措置からまん延防止等重点措置へ あっせん申合せ事項改正

「パートタイム・有期雇用労働法」全面施 不当労働行為の審査に関する申合せ・不当
行（中小企業にも適用となった） 労働行為事務処理要領の一部改正
福岡県を対象とした新型コロナウイルス ・答弁書の提出期限を調査開始通知書の

令
和
3
年

（
2
0
2
1
年

）

福岡県を対象とした新型コロナウイルス 2（不）5号事件、決定書写し交付
感染症緊急事態措置が開始 2（不）6号事件、決定書写し交付
改正労委規則施行（同日公布） 3（調）１号あっせん事件、（案）解決
・新型インフルエンザ等対策特別措置法 3（調）2号あっせん事件、（案）解決
に基づく緊急事態宣言がされた場合等 不当労働行為事件調査を初めてウェブで実施 2（不）2号事件、命令書写し交付

に総会等会議及び不当労働行為事件 （両当事者がウェブ参加） 3（調）3号あっせん事件、打切り

の調査をウェブ会議で開催できるとした あっせんを初めてウェブで実施 3（調）4号あっせん事件、打切り

福岡県を対象とした新型コロナウイルス （被申立人がウェブ参加）
感染症緊急事態措置が解除 総会を初めてウェブで実施

・申立人に押印を求めている規定を押 あっせんに関する申合せ事項の新設決定 2（調）10号あっせん事件、（案）解決

印不要、氏名又は名称を記載すれば ・あっせんにウェブ会議方式を導入 2（不）7号事件、関与和解のため取下げ

足りるとされた 元（不）7号事件、命令書写し交付

第75回全労委総会ウェブ開催（初） 改正 2（調）9号あっせん事件、（案）解決

・調査にウェブ会議方式を導入（労委規則に 2（調）7号あっせん事件、（案）解決

改正労委規則施行（同日公布） 先行して導入）※必要性が高かったため 2（調）11号あっせん事件、（案）解決

された。（全労委総会の資料として配付）
人事院勧告
・月例給に関する報告 2（不）4号事件、無関与和解のため取下げ

　給与改定なし 不当労働行為の審査に関する申合せ一部 2（不）1号事件、取下げ

在り方検討小委員会及び作業チームの
議論がとりまとめられ、複数の項目につ
いて引き続き検討していくことが相当と

人事院勧告
・ボーナスに関する勧告・報告
　賞与0.05月分引き下げ

春闘上昇率2.12％、妥結額7,096円 2（調）6号あっせん事件、（案）解決
（日本経団連最終集計） 2（不）3号事件、取下げ

福岡県最低賃金　1時間842円 2（調）5号あっせん事件、打切り

第6回在り方検討小委員会ウェブ開催 2（調）8号あっせん事件、（案）解決

 組合員数10,115千人、23,761組合
・福岡県内  17.2％
 組合員数317千人、1,756組合
第5回在り方検討小委員会ウェブ開催 30（不）7号事件、命令書写し交付

　・職場におけるパワーハラスメント防止 員に加え、予備委員を選定する方針を幹事
　　措置が大企業へ義務化 会で暫定的に承認
令和２年労働組合推定組織率
・全国　　１７．1%

2（調）3号あっせん事件、（案）解決

全都道府県の新型コロナウイルス感染 労委は適切な感染防止対策を講じたうえで、 元（不）6号事件、関与和解のため取下げ

症緊急事態宣言の解除 会議、事件期日を開催することにした 2（調）４号あっせん事件、取下げ

「労働施策総合推進法」（R元.6.5公布） あっせん期日の早期設定のため、あっせん 元（不）5号事件、命令書写し交付

都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県）
政府は新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言対象区域を全都道府県に拡大
福岡県含む３９県の新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言の解除
福岡県は独自の外出自粛要請を継続 県は独自に外出自粛要請を継続していたが、

・都道府県労働局における事業主への
 助言・指導等や、無料・非公開の紛争
 解決手続きの実施
政府は新型コロナウイルス感染症緊急 緊急事態宣言下での総会等会議は中止、
事態宣言を発出（埼玉県、千葉県、東京 事件期日は延期又は中止（～5/14)

 る待遇における不合理な待遇差の禁止
・非正規雇用労働者に対する事業主によ
 る待遇に関する説明義務の強化

労働を取り巻く社会情勢・国の動向 福岡労委運営関係 取扱事件関係（終結時）

令
和
2
年

（
2
0
2
0
年

）

政府は新型コロナウイルス感染症対策 2（調）1号あっせん事件、（案）解決
本部を設置 元（調）6号あっせん事件、（案）解決

政府は新型コロナウイルス感染症対策 2（調）2号あっせん事件、（案）解決

の基本方針を策定 元（不）3号事件、関与和解のため取下げ

第4回在り方検討小委員会開催
「パートタイム・有期雇用労働法」施行
・正社員と非正規雇用労働者間のあらゆ
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8 /10 10/22

8 /16

8 /20

9 /30

10/ 1 11/26

10/ 1 德永会長、大坪会長代理を選挙

11/ 9

12/ 2

12/ 2 12/15

1 /27 1 / 4
2 /14

2 /17 2 /25 2 /16
3 / 6 3 /24

4 /14

4 / 1 4 / 1 6 /23

7 / 1

7 /11

4 /25
5 /25

5 /30 5 /24 福岡高裁に緊急命令（賃金差額支払）の抗告
6 /30 を提起(4(行ス)8)

7 /21

7 /27

9 / 1 10/12
12/28

8 / 8 10/26

9 /30 11/29

8 /24 (4(行ス)8)⇒棄却に対し、特別抗告は行わな 12/ 2

9 /20 かった（9/21公益委員会議で事前に審議し、 12/13

10/ 8 12/28

1 /30 2 /10 3 /22
2 /16 働協約の地域的拡張適用に関する決定を求
3 / 1

3 /10

4 / 1
3 /10

3 /10

4 / 7 4 / 1

5 / 8

5 /16

6 /16 5 /12 5 /15

6 /30 6 / 2
7 /11

8 / 7

9 /13

10/ 4

7 /31 10/13

8 / 4

8 / 7

10/ 5

10/27 10/20

8 /31 10/21

10/ 6 11/16

10/23 について決議案を提案し、無期名投票の結果

11/22 11/22

11/30

12/ 5
11/27

上田会長、服部会長代理を選挙

協約の地域的拡張適用に関する決定を求め 5（調）2号あっせん事件、打切り

る申立て」についての福岡労委決議を報告 5（調）4号あっせん事件、（案）解決
委員改選（第44期委員任命）

福岡県最低賃金　1時間941円 総会において、会長は労働協約の拡張適用
全労委協議会運営委員会で、在り方
・ビジョンに関する最終報告 決議案は可決された

知事に対し、X労働組合が申し立てた「労働 4（不）3号事件、命令書写し交付

人事院給与勧告 があり、今後議論が尽くされたと判断された
月例給　0.96%引上げ 場合は、決議を行う旨決定 5（調）3号あっせん事件、（案）解決

賞与0.10月分引上げ 総会において、決議案を審議し、次回総会で 5（不）2号事件、関与和解のため取下げ

第14回在り方・ビジョン開催 修正案を審議の上、決議する旨決定 4（不）6号事件、命令書写し交付

 組合員数317千人、1,676組合 第7回小委員会開催
第13回在り方・ビジョン開催 総会において、小委員会報告書及び労組法
春闘上昇率3.99％、妥結額13,362円 第18条第1項に基づく労働委員会の決議案
（日本経団連最終集計） （以下「決議案」という）について報告・説明

令和５年労働組合推定組織率 第3回小委員会開催
・全国　　１6．3% 第4回小委員会開催
 組合員数9,938千人、22,789組合 第5回小委員会開催

・福岡県内  16.9％ 第6回小委員会開催

上の位置づけが2類から5類に移行 福岡県労働委員会個人情報保護要領施行
第11回在り方・ビジョン開催 （R5.3.23改正）
第12回在り方・ビジョン開催 第2回小委員会開催 5（調）1号あっせん事件、打切り

・委員長（大坪委員）、副委員長（所委員）を
50％に統一された。  選出
第10回在り方・ビジョン開催 福岡県労働委員会が保有する個人情報の
新型コロナウイルス感染症の感染症法 適切な管理のための措置に関する規程及び

令
和
5
年

（
2
0
2
3
年

）

第8回在り方・ビジョン開催 知事から、労組法第18条第1項に基づき、「労 4（不）4号事件、関与和解のため取下げ

第9回在り方・ビジョン開催
民訴法（R5.5.25改正）の一部施行 める申立て」（申立人：X労働組合）について、
当事者双方がウェブ会議・電話会議により 福岡労委に対する決議要請があった
弁論準備手続期日・和解期日に参加する 総会において、労働協約の地域的拡張適用
仕組み に係る小委員会（以下「小委員会」という。）
労基法(H20.12.12改正）の猶予措置 の設置を決定した
撤廃により、中小企業も月60時間超の 第1回小委員会開催
時間外労働については、割増賃金率が

給与0.23%改善、賞与0.10月分引上げ 福岡高裁、福岡労委の抗告(5/24付）を棄却 ３（不）12号事件、命令書写し交付

第6回在り方・ビジョン開催 4（調）2号あっせん事件、打切り

第7回在り方・ビジョン開催 4（調）4号あっせん事件、打切り

福岡県最低賃金　1時間900円 特別抗告について決定していた） 4（不）2号事件、取下げ

春闘上昇率2.27％、妥結額7,562円
（日本経団連最終集計） Twitter(現X)及びLINEで福岡労委の広報 4（調）1号あっせん事件、打切り

人事院勧告 活動を開始 4（調）3号あっせん事件、（案）解決

令和４年労働組合推定組織率
・全国　　１6．5%
 組合員数9,992千人、23,046組合
・福岡県内  17.1％
 組合員数317千人、1,702組合
第5回在り方・ビジョン開催

第3回在り方・ビジョン開催
民訴法（IT化関係）改正公布
（施行は公布後４年以内）
第4回在り方・ビジョン開催

令
和
4
年

（
2
0
2
2
年

）

福岡県を対象とした新型コロナウイルス 3（不）8号事件、関与和解のため取下げ
感染症まん延防止等重点措置が開始 3（調）6号あっせん事件、打切り
第2回在り方・ビジョン開催 福岡地裁、福岡労委の緊急命令の申立て ３（不）9号事件、関与和解のため取下げ
福岡県を対象とした新型コロナウイルス (R3.4.28付）を却下(3(行ク)6) ３（不）２号事件、命令書写し交付

感染症まん延防止等重点措置が解除 ３（不）11号事件、関与和解のため取下げ

「労働施策総合推進法」施行 福岡労委所管の行政手続等（あっせんの 4（不）1号事件、関与和解のため取下げ

（R元.6.5公布） 開始申請外7手続）の電子申請を開始 ３（不）10号事件、命令書写し交付

　・職場におけるパワーハラスメント防止 ３（不）7号事件、無関与和解のため取下げ

　　措置が中小企業事業主へも義務化

全労委協議会運営委員会、労働委員会
在り方ビジョン検討小委員会（以下「在
り方ビジョン」という。）の立ち上げを了承 2（不）8号事件、命令書写し交付

第1回在り方・ビジョン開催 3（不）6号事件、取下げ

令
和
3
年

（
2
0
2
1
年

）

人事院給与勧告 総会で、新型コロナウイルス感染症等の感染
給与改定なし、賞与0.15月分引下げ 状況に応じた総会及び公益委員会議の開催 3（調）5号あっせん事件、打切り

福岡県は新型コロナウイルス感染症まん 方式決定に係る判断基準について報告
延防止等重点措置から緊急事態措置へ （ウェブ会議又はウェブ参加とする判断基準）
移行
福岡県を対象とした新型コロナウイルス
感染症緊急事態措置が解除
福岡県最低賃金　1時間870円 委員改選（第43期委員任命）
改正労委規則施行（4/23公布）
　・答弁書の提出期限、提出期限の例外
　・審問を開始する期限を削除

労働を取り巻く社会情勢・国の動向 福岡労委運営関係 取扱事件関係（終結時）
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3 /1 1 / 5 福岡県知事は、X労働組合の「労働協約の 3 /18

地域的拡張適用に関する決定を求める 4 /16

2 / 5 6 /14
6 /30 8 / 1

3 /14 8 / 1

及び和解調書作成の申立てがあった 9 /27

（4(行ウ)40) 10/ 3

8 / 5 3 /18 12/ 2

3 /19 12/ 3

8 / 8 4 / 9 12/ 3

4 /18
10/ 5

11/ 1 フリーランス法施行（R5.5.12公布） 12/13 総会等への委員のウェブ参加を認める会長
・業務委託取引条件の明示、60日以内 判断基準を総会で承認（R7年度末まで試
の報酬支払等を発注事業者に義務付け 行）

12/26

12/26

4 / 1 3 /14 福岡県労働委員会公文書開示要領一部改正 2 / 6
3 / 4

3 /28 3 /21

3 /24

5 /15 4 /25

6 /30 　～１６

5 /23 10/10

11/10

11/12

12/5
8 / 6 6 / 4

8 / 7 6 /27

11/16

9/12

10/24

手続に係る労働委員会申合せ事項を追加
11/27

審査手続及び調整手続において通訳人を

公文書開示決定等に係る審査基準一部改正

用いる場合の基準並びに異議申立てに関する

委員改選（第4５期委員任命）
所会長、千綿会長代理を選挙

給与3.62%引上げ 県労働委員会の処分に係る審査基準及び
賞与0.05月分引上げ

福岡県最低賃金　1時間1,057円 ・刑法改正で「拘禁刑」が創設されたこと
などの規定の整備
福岡労委のロゴマークを総会で決定

春闘上昇率5.39％、妥結額19,195円 福岡労委PR動画「オー労働委員会」を
（日本経団連最終集計） 福岡県公式YouTubuチャンネルで公開
人事院勧告 個人情報の保護に関する法律に基づく福岡

 組合員数 9,927千人、22,244組合 改正 7（不）2号事件、取下げ

・福岡県内 16.3% ・労組法において「懲役」を「拘禁刑」に改正 6（不）5号事件、命令書写し交付

 組合員数316千人、1,585組合 されたことなど規定の整備 6（不）4号事件、関与和解により取下げ

ワークを追加するなど。 第92回九州労働委員会連絡協議会開催 ７（調）２号あっせん事件、打切り

令和７年労働組合推定組織率 （西鉄イン・福岡）
・全国　16.0% 不当労働行為の審査に関する申合せ一部 7（不）1号事件、関与和解により取下げ

育児介護休業法（R6年5月31日改正）の 5（不）4号事件、無関与和解のため取下げ

施行 ・諮問を必要とする判断基準追加 6（不）6号事件、取下げ
・看護休暇を小学校3年生まで短時間 福岡労委PR動画（曲名「オー、労働委員会）が 6（不）7号事件、関与和解により取下げ

勤務制度（3歳未満）の代替措置にテレ 完成（総会で披露） 7（調）１号あっせん事件、（案）解決

会長判断の基準により公益委員会議・総会に
初めて委員のウェブ参加を認めた
公文書開示決定に係る諮問を必要とする判
断基準を公文書開示審査会で承認

賞与0.10月分引上げ 立人を過料（50万円）に処する決定を行った
九州ブロック会長・事務局長会議開催

福岡県最低賃金　1時間992円 （吉塚合同庁舎）

（日本経団連最終集計） 福岡労委は和解調書を作成した(4(行ウ)40) 6（調）3号調停事件、（案）解決

人事院勧告 福岡地裁は、2月5日付確定命令不履行通知 6（調）4号あっせん事件、取下げ

給与2.76%引上げ（初任給の大幅引上げ） の事案について、労組法違反事件として被申

 組合員数 9,912千人、22,513組合 定していない事件の両当事者から和解認定
・福岡県内  16.8％ 6（不）2号事件、関与和解のため取下げ

 組合員数 319千人、1,651組合 6（不）3号事件、関与和解のため取下げ

春闘上昇率5.58％、妥結額19,210円 福岡労委は和解認定を行った（4(行ウ)40) 5（不）3号事件、命令書交付

労働を取り巻く社会情勢・国の動向 福岡労委運営関係 取扱事件関係（終結時）

令
和
6
年

（
2
0
2
4
年

）

民訴法（R5.5.25改正）の一部施行 5（不）1号事件、命令書写し交付

当事者がウェブ会議により口頭弁論期日に 6（不）1号事件、関与和解のため取下げ

参加する仕組み 申立」に対し、決定・公告した
福岡地裁に、確定命令不履行通知を提出 6（調）1号あっせん事件、（案）解決

令和６年労働組合推定組織率 した（4(不)6） 6（調）2号あっせん事件、（案）解決
・全国　16.1% 福岡労委に対し、行訴係属のため命令が確 4（不）5号事件、命令書写し交付
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